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淀川水系甲賀・湖南圏域河川整備計画（変更原案）について（答申） 

 

 

 

令和５年７月７日付け滋広政第 177 号で諮問のあった標記について、別紙のとおり

答申します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

 

「淀川水系甲賀・湖南圏域河川整備計画（変更原案）」に関する答申 

 

淀川水系甲賀・湖南圏域河川整備計画（変更原案）について、下記の項目

に留意の上、必要な手続きを進められたい。 

 

記 

 

１．生物相調査について、今後の活用・公開を見据えて適切に蓄積された

い。 

 

２．北川について「単調な河道形態を改善」という表現を見直すこと。 

 

３．落合川については「河川の平地化」という表現を「河床の切り下げ」

に見直すこと。 

 

４．主要横断工作物について、期間内に整備できるよう、適切に関係者と

調整を図られたい。 

 

５．水害リスクの高い地域について、流域治水施策として、土地利用に関

する取り組みを進められたい。 

 

６．地元の小中学校などに生物調査結果などを共有する取り組みを進めら

れたい。 

 

７．水害履歴などの HP について、住民がたどりつきやすい状態にするよう

配慮されたい。またインターネットにアクセスしにくい人にも配慮され

たい。 

 

８．特に天井川においては堤防などの適切な維持管理に努められたい。 

 

９．実施段階において環境の専門家の意見を聴取するなど、重要種を始め

とする生物種への配慮に漏れの無いように事業を進められたい。 

 

１０．河川維持管理における地域住民・団体との連携を強化するなどの取

り組みを進められたい。 

 


